
 

 

 

 

 

 

 

４．若者トークセッション「奮闘しているのは将成だけではない！」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請期間 令和５年７月１８日（火）～８月３１日（木） 

電力・ガス等価格高騰対策 

事業者支援補助金 

○令和５年６月１日現在、阿武町内に事業所を有する法人及び個人 

※農林水産業は除く 

○今後も継続して事業を営む意志を有する事業者 

○前年の売上または決算額が 50万円以上 

○町税等に滞納がないこと 

 

新型コロナウイルス感染症対応 

として、コロナ禍からの回復期

における電力・ガス等価格高騰

等に直面する事業者の支援を行

います。 

申請書はこちら 

 

補助最大 
 

法人 100 万円 
個人  50 万円 

○令和５年１月～６月に支払った事業の用に供する電気、燃料代を補助 

○補助率 

①電気料 100 分の 20 

  ②ＬＰガス代 100 分の９ 

  ③燃油代 100 分の 10 

○補助金額が法人１万円以上、個人５千円以上で交付 

１．対象となる事業者 

３．申請方法 

２．補助対象要件 

○所定の申請書兼請求書に、必要書類を添付して、 

阿武町役場まちづくり推進課（問い合わせ 2-3111）に申請 


